
阿賀野市告示第５６号 

 阿賀野市移住・就業支援事業における移住支援補助金交付要綱の一部を改正する要綱

を次のように定める。 

  令和５年４月３日 

                        阿賀野市長 田 中 清 善   

 

   阿賀野市移住・就業支援事業における移住支援補助金交付要綱の一部を改正する

要綱 

 阿賀野市移住・就業支援事業における移住支援補助金交付要綱（令和元年告示第１４

号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「平成１６年」の次に「阿賀野市」を加える。 

 第２条本文（各号列記以外の部分に限る。）中「次に掲げる」の前に「申請時において、」

を加え、同条第３号イ中「地方創生テレワーク交付金」を「デジタル田園都市国家構想

交付金（デジタル実装タイプ（地方創生テレワーク型））又はその前歴事業」に改める。 

 第３条第２項中「３０万円」を「１００万円」に改める。 

 第１号様式を次のように改める。 
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第２号様式中「印」を削る。 

第２号様式の２を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 第３号様式中「新潟県及び阿賀野市が定める個人情報保護条例」を「個人情報の保護

に関する法律」に改める。 

附 則 

 この告示は、令和５年４月３日から施行し、改正後の阿賀野市移住・就業支援事業に

おける移住支援補助金交付要綱の規定は、令和５年４月１日から適用する。 


